
消防本部からのお知らせ 消防本部　☎0738-2２-0800
FAX0738-22-5192

　「救急の日」と「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する正しい理解
と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に昭和57年に定められま
した。
　以来、９月９日は「救急の日」、この日を含む１週間（日曜日から土曜日まで）
は「救急医療週間」とされています。

●和歌山県救急医療情報センター
　救急車を呼ぶほどでもなく、かかりつけ医が不在でどこの医療機関へ行ったらいいのかわらないときに24時間
体制で最寄りの医療機関を案内してくれます。
◎救急用電話番号『073-426-1199』　※歯科の診療時間外の案内は行っていません。

●子ども救急相談ダイヤル
　夜間や休日に子どもが急病になったとき、すぐに病院へ行った方がいいの
か、様子を見て大丈夫かなど判断に困ったときに看護師（必要に応じて医師）
が相談に応じてくれます。
◎携帯電話・プッシュ回線『♯8000』
◎ダイヤル回線・ＩＰ電話『073-431-8000』
　※平日は、午後７時から翌朝９時まで
　※土日祝日・年末年始は、午前９時から翌朝９時まで

「救急の日」と「救急医療週間」～９月９日は救急の日です～
今年は９月８日（日）～14日（土）を「救急医療週間」と定めています。

　救急車が到着するまでにできることがあります。突然の出来事に対応し、大切な人や家族の命を救うため、
「普通救命講習会」を受講しませんか？

♦日　　時　９月８日（日）13：00～
♦場　　所　御坊市消防本部
♦申し込み　電話またはメールで９月７日（土）までに申し込んでください。
　　　　　　☎0738-22-0800　メール：syoubou@city.gobo.lg.jp

「普通救命講習会」を実施します～救命の連鎖をつなげよう～

早い発見と通報 高度な処置AEDと心肺蘇生法心停止の予防
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国保年金課　☎0738-23-5530
FAX0738-24-2890

国保年金課からのお知らせ
年金生活者支援給付金制度について
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受
給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求
書の提出が必要です。
　新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、９月初旬頃から、順次、日本年金機構
から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求
書）に氏名等を記入し、日本年金機構へ提出してください。令和7年１月６日（必着）まで
に請求された場合は、令和６年10月分から遡って受け取ることができます。
　年金生活者支援給付金を既に受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合
は、原則手続きは不要です。
　年金生活者支援給付金請求書を紛失または送付されているかご不明な場合や、以下の支給要件に該当すると思われ
る場合など、給付金請求に関することについては、給付金専用ダイヤルまたは国保年金課にお問い合わせください。

♦対象となる方（支給要件）
　１．老齢基礎年金を受給している方で、次の①～③の要件をすべて満たしている方
　　　①65歳以上である。
　　　②請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
　　　③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である。
　２．障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
　３．遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方

♦日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

♦問い合わせ
　給付金専用ダイヤル　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）
　　　　　　　　　　　※050から始まる電話の方は　☎03-5539-2216（一般電話）
　　　　

国民年金の加入手続き・
国民年金保険料免除申請等の電子申請について
国民年金に係る以下の手続きについて、マイナポータルを利用して電子申請ができます。

①国民年金加入の届出（資格取得・種別変更）　　　　　　　　　②国民年金保険料免除・納付猶予申請
③国民年金保険料学生納付特例申請　　　　　　　　　　　　　　④付加保険料納付（辞退）
⑤付加保険料納付該当（非該当）届　　　　　　　　　　　　　　⑥産前産後免除該当届
⑦口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）申出　　⑧口座振替辞退申出　

　マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、スマートフォンや
パソコンから24時間いつでもどこでも申請ができ、処理状況や申請結果も確認できます。
※⑦、⑧については、マイナポータルでねんきんネットの連携が必要です。
　詳しくは右の二次元コードから日本年金機構ホームぺージをご確認ください。
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